
広告広告

きこえない身として、
災害時の行動や情報
取得、またコミュニケ
ーションに困らない
環境を自ら作れるよう
に備えています。
例えば防災バッグに、
補聴器の電池や筆談ボードを準備したり、
仲間同士で家の近い人は避難先や合流場
所の事前確認、きこえないこと
を認知してもらうためのご近所
さんへの挨拶を実施したりして
います。 
ジシン本サポーター・ りょーじ

※広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。 また、大阪市が推奨等するものではありません。

6月号（2023/No.325）

05 わがまち北区

子育て

防災・
安全・安心

ジシン本
ホームページ ▶

警察だより
あなたの大切な愛車が危ない！

●家具類の転倒・落下・移動防止やガラス
飛散防止対策をしましょう

●居住地域を知り、避難経路を確認しまし
ょう
災害時には近隣の住民同士の協力が必要
です。 地域が主催する防災訓練に積極的
に参加しましょう。
北消防署　☎06-6372-0119問

消防だより

大阪府北部地震から間もなく5年！
【地震発生その瞬間】
●まず自分の命を守る行動をし、揺れが収
まってから動きましょう
●家族の状況と家の内外を確認しましょう
●正しい情報を得ましょう
【普段の備え】
●食料品、生活必需品を備えましょう

地震への備えは大丈夫？

大　淀警察署　☎06-6376-1234
曽根崎警察署　☎06-6315-1234
天　満警察署　☎06-6363-1234

問

政策推進課　
☎06-6313-9547　   06-6362-3821
問

ゴキブリは下水道など不衛生な場所を通り、
細菌やウイルスが付着した状態で家の中を
動き回るので、ゴキブリが触れた食べ物や調
理器具等から病原体が人に
感染する危険性があります。 
高温多湿でゴキブリが繁殖
しやすくなるこれからの時期、
適切な対策をとり清潔な住
環境を維持しましょう。

6月はゴキブリ防除強調月間です

区政会議は、区政運営や区内の施策・事業
について、委員から意見をいただくための会
議です。
６/23（金）15:00～
北区役所４階402・403会議室

【議題】 令和４年度北区運営方針の自己評
価について

区政会議を開催します

　　  あおぞら司法書士事務所内
　　  （担当：赤松）  
☎0120-676-888（平日9：00～18：00）

　　  大阪府行政書士会北支部
☎06-6105-3219（平日9：00～17：00）

申問

申問

無料

要予約

要予約

要予約

相談内容 日　時 問合せ先

司法書士相談

北区役所での相談

6/14（水）・7/12（水）・
8/9（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

要予約行政書士相談 6/28（水）13:00～16:00
※事前に電話予約外国人のビザ手続・帰化、

建設業・民泊等の各種
営業許可などの相談

法律相談 6/7（水）・21（水）・7/5（水）
13:00～17:00
※当日9:00～電話予約

6/28（水）13:00～16:00
※事前に電話予約

　　  政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
申問

行政相談 6/15（木）13:00～15:00
※予約不要

　 政策推進課（広聴担当）
☎06-6313-9683
問

不動産相談 　　  大阪府宅地建物取引業協会
　　  北支部
☎06-6357-5821（平日10:00～15:30）

申問

くらし・
手続き

区役所の開庁時間 9:00～17:30  　　 19:00まで延長（一部業務） 　　　　  9:00～17:30（一部業務）※毎月第4日曜日　   総務課  ☎06-6313-9625平日 金曜 6/25（日） 問

大阪府では、依然として自動車に関連する
犯罪が多発しています。
〈防犯対策〉
❶短時間でも車を離れるときは、必ず施錠し、
窓を閉める
❷車の中に貴重品、カバン、工具類、服を置
かない
❸イモビライザーなど自動車盗難防止機器
を活用する
❹ナンバープレート盗難防止ネジを装着する
❺カーナビには盗難防止ネジを装着する
❻見通しがよく、照明が明るい管理された
駐車場を利用する
などの対策をしましょう。

My防災 
きこえない私の防災バッグ

無料

人権相談

犯罪被害者等支援
のための総合相談

随時受付
9:00～17:30
（土日祝・年末年始を除く）

市民局人権企画課
（中之島1-3-20 
大阪市役所4階）

　 市民局人権企画課
☎ 06-6208-7489　
　 06-6202-7073

受付／月～金 9:00～21:00
　　　日祝 9:00～17:30

専門相談員が電話・面談・FAX・メールで相談
をお受けします。 区役所等での出張相談を希
望される方は、その旨ご連絡ください。

問

　　  大阪市人権啓発・相談センター
☎ 06-6532-7830　
　 06-6531-0666
　 7830@osaka-jinken.net

申問

要予約

日曜法律相談 6/25（日）
13:00～17:00

①福島区役所
（福島区大開1-8-1）

②旭区役所
（旭区大宮1-1-17）

6/16（金）12:00～24（土）17:00
（24時間受付）
※AI電話による自動案内で対応
予約専用電話 ☎050-1807-2537
　 大阪市総合コールセンター
☎06-4301-7285
問

相談内容 日　時 場　所 問合せ先
その他の相談

幼児期図書
ボランティア募集

福祉課
☎06-6313-9490　　06-6313-9905
問

6/5（月）～7/3（月）9:00～17:30　
（土日祝除く）
北区役所1階区民交流プラザ内
●教科書採択や教科書センターについて

教育委員会事務局指導部初等・中学校教
育担当　☎06-6208-9186
●教科書の展示場所について
政策推進課（教育連携担当）　
☎06-6313-9472　    06-6362-3821

日

場
問

【内容】 ①②③はボランティア活動につい
て・絵本についての講座、④は交流会（ボラ
ンティアグループ「絵本の会北」9月例会）
【定員】 5名程度（申込先着順）
※①②③は、一時保育有り（1歳6か月～就学前、定
員4名、無料、要事前申込）
【申込】 7/27（木）まで来館・電話にて受付

北図書館を拠点として区内の保育所・幼稚
園等で活動中のボランティアグループに参
加し、絵本の読み聞かせ等をしてくださる方
を募集します。 原則として、以下の講座を全
回、受講してください。

学校で使用する教
科書について、保護
者や市民の方が閲
覧する機会を確保
し、関心・理解を深
めていただくため、教科書センターを設置
し、教科書（見本）を展示します。教科書は、
4年に1度採択され、今年度は小学校教科
書の採択が行われます。

区役所で小中学校の
教科書（見本）を展示

令和4年から、その年の6月1日における状
況を公簿等で確認できる受給者について
は、現況届の提出が不要となっています。
現況届の提出が必要となる受給者で、まだ
現況届を提出されていない方は、早めに福
祉課（児童手当）3階33番窓口へご提出く
ださい。
現況届を提出されない場合は、令和5年6
月分(令和5年10月支払い分)以降の手当
の支給が停止されます。
また、そのまま2年が経過すると、時効となり
受給権がなくなりますので、ご注意ください。

児童手当の現況届

北区子ども・子育てプラザ
（本庄東1-24-11）

【内容】 沐浴体験、抱っこ・着替え・おむつ
替え体験、妊婦疑似体験
【対象】 区内在住で初めてママ・パパになる
方（受講時に妊娠６～８か月頃の方とその
パートナー）
【講師】 助産師
【定員】 各回8組（申込先着順）
【申込】 6/1（木）10:00～電話にて受付

場

6/18（日） ①10:00～12:00 ②13:00
～15:00 ※①②どちらかにお申込みください

日

プレママ・プレパパ講座
（沐浴体験） 要申込

無料

要申込

無料

日
場

①②③8/8・15・22 ④9/5（いずれも
火曜日）10:00～12:00（全4回）
①②③大阪市立中央図書館5階大会議
室（西区北堀江4-3-2） 
④北図書館2階読書室（本庄東3-8-2）

場

北図書館
☎06-6375-0410　　06-6371-3177
申問

日

健康課　
☎06-6313-9973　   06-6362-1099
問

【対策】
●台所周りを清潔にし、整理・整頓を心掛ける
●粘着シートや毒餌をゴキブリの通りそう
な所に置く
●住宅の実情に応じた殺虫剤を使用する

保険年金課　
☎06-6313-9956　   06-6362-3822
問

視覚障がいのある被保険者の方（希望者）
に、後期高齢者医療保険料決定通知書に
記載の保険料年額や月額等の主な内容を
点字文書にして同封します。 ご希望の方は、
電話または窓口でお申込みください。
【申込時にお聞きする事項】
●住所　●氏名　●生年月日
一度お申込みいただければ、毎年のお申込
みは不要です。なお、転居等により居住区の
変更があった場合は、再度お申込みが必要
です。

後期高齢者医療保険料
決定通知書　
主な内容を点字文書で同封北区子ども・子育てプラザ

☎　 06-6374-0870
申問

大阪市人権啓発・相談センター　
☎06-6532-7631　   06-6532-7640
問

採用面接時等の差別について、相談、関係
機関の紹介等を行います。
☎06-6210-9518（土日を除く9:30～17
:30）またはメール（rodokankyo-g03@ 
gbox.pref.osaka.lg.jp）でお問合せくだ
さい。
～6/30（金）

6月は就職差別撤廃月間です
しない  させない  就職差別
就職差別110番

日

無料


